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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年７月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２９年１２月１５日 ２１時００分ごろ 

発生場所 北海道函館市大鼻
おおばな

岬南南西方沖 

葛
かっ

登支
と し

岬灯台から真方位１６１°５.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°３８.９′ 東経１４０°３８.５′） 

事故の概要 漁船第七十晴
はる

吉
よし

丸は、操業中、船員室付近から火災が発生した。 

第七十晴吉丸は、消火作業中に沈没した。 

事故調査の経過  平成２９年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七十晴吉丸、９.１トン 

 ＨＫ２－１８８８０（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.１８ｍ（Lr）×３.６６ｍ×１.５６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５５年２月１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成１２年２月１０日 

  免許証交付日 平成２６年５月２８日 

         （平成３２年２月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船員室、機関室等に焼損、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２９年１２月１５日１７時０

０分ごろ大鼻岬南南西方沖の漁場で漂泊して操業を開始した。 

船長は、漁模様が悪いので、３０分程度仮眠しようと考え、船内を

見回りした後、２０時３０分ごろ、集魚灯を点灯し、いか釣り機を稼

働させたまま操舵室の床に座り、壁にもたれかかった姿勢で眠り始め

た。 

船長は、２１時００分ごろ、ゴムが焼けたような臭いで目が覚め、

操舵室を出ると、仮眠前から開いていた船員室船尾側の扉から黒煙が

出ているのを発見し、船員室の中に火災が発生しているのを認めた。 
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船長は、操舵室に戻って僚船に無線で火災が発生した旨を連絡し、

集魚灯を消灯して主機の回転数を下げた後、前部甲板に備え付けてあ

る散水ポンプで船員室内の火災を消火しようとしたとき、主機が停止

し、散水ポンプが主機駆動の発電機からの給電で駆動するものであっ

たので、使用できなくなった。 

船長は、海上保安庁及び僚船に携帯電話で救助を求め、２１時１５

分ごろ来援した僚船に乗り移って救助された。 

本船は、巡視船による消火作業中、２３時４５分ごろ沈没した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、船体中央付近に操舵室が設けられ、その後方に機関室の出

入口及び船員室が順に配置されており、操舵室下方が機関室になって

いた。 

船員室には、中央の通路を挟んで両舷に１台ずつ寝台が設置され、

布団や衣類などが置かれているほか、後部に主機始動用のバッテリが

設置されており、操業中は無人であった。 

船員室船尾側の区画には、集魚灯用の安定器が設置されていた。 

本船は、機関室出入口の船尾側の壁に自動拡散型の消火装置１個が

設置されていたが、小型船舶用の消火器等は備え付けられていなかっ

た。 

船長は、平成２６年５月に本船を中古で購入し、定周波装置を交換

していたが、それ以外の航海計器、集魚灯及びいか
．．

釣り機等の電気機

器及び電気配線は、購入時に設備されていたものをそのまま使用して

いた。 

船長は、火災発生後も主機の運転状態が正常であったので、出火元

は機関室ではなかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、大鼻岬南南西方沖で操業中、船員室付近から出火したもの

と考えられるが、本船が沈没しており、出火に至った状況を明らかに

することはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、大鼻岬南南西方沖で操業中、船員室付近

から出火したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・機関区域及び居住区域には、持運び式の小型船舶用の消火器等を

備え付けること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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（平成２９年１２月１５日 

 ２１時００分ごろ発生） 
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